
令和４年８月８日 

 

 

郡市区等医師会 御中 

医

大 阪 府 医 師 会 

      (公印省略) 

 

 

 

発熱外来等での抗原定性検査キットの配布及び都道府県への抗原定性検査 

キットの配布に関する質疑応答集について（vol.4,5,6） 

 

 

 平素は、本会事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 標記厚生労働省の事務連絡に関し、日本医師会より案内がありましたので情報提供い

たします。 

 同通知は、質疑応答集の一部改正を伝えるものです。本改訂では、国から配布された

抗原定性検査キットについて、「医療機関が患者への診療において使用した場合に実施

した検査について、行政検査として差し支えないこと（問１、６）」、「都道府県にキ

ットの在庫がない場合にあっては、医療機関や高齢者施設等における集中的検査用とし

て緊急的に供与し、その場合に実施した検査について、行政検査として差し支えないこ

と（問１、６－２）」が示されております。詳細は日本医師会通知をご参照ください。 

 貴会におかれましてはご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

 

 

 

【参考・日本医師会通知掲載ホームページ／メンバーズルーム】 

   https://www.med.or.jp/login.html 

   https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009135.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・新型コロナウイルスに関して 

大阪府医師会地域医療１課（06-6763-7012） 

・診療報酬に関して 

 大阪府医師会保険医療課（06-6763-7001） 

https://www.med.or.jp/login.html
https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009135.html

